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令和２年度 普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会（第２８回） 

議 事 録 

 

 

件  名：令和２年度普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委員会（第２８回） 

日  時：令和２年９月８日（火）１３：３０～１６：００ 

場  所：サンパレス球陽館２階会議室パレスコート（Ｗｅｂ会議併用） 

委  員：中村委員長、荒井委員、池田委員、奥山委員、茅根委員、五箇委員、塩田委員、

田中委員、仲田委員、服田委員、原委員、安田委員、矢吹委員 

議  事：１．開会 

２．議事 

① 前回委員会等における指導・助言事項とその対応方針について・・・資料１ 

② 令和元年度 事後調査等報告書について          ・・・資料２ 

  ・令和元年度 事後調査報告書について（概要版） 

  ・令和元年度 環境監視調査報告書について（概要版） 

③ 工事の実施状況等について                ・・・資料３ 

  ・ジュゴンの生息状況等について 

  ・工事中における水の濁りについて 

  ・大浦湾側で確認されたレッドリストサンゴ類の状況について 

３．閉会 

 

配付資料：議事次第 

資料１ ：前回委員会等における指導・助言事項とその対応方針について 

資料２ ：普天間飛行場代替施設建設事業に係る令和元年度事後調査等報告書に

ついて 

資料３ ：工事の実施状況等について 
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【開会】 

事務局より開会を宣言 

 

【事業者挨拶】 

西村沖縄防衛局次長より挨拶 

 

委員長： 

それでは、議事次第の１つ目の議事、前回委員会等における指導・助言事項とその対応方

針について、事務局より説明をお願いします。 

 

【議事①：前回委員会等における指導・助言事項とその対応方針について】 

事務局： 

資料１の前回委員会等における指導・助言事項とその対応方針について説明いたします。 

レッドリストサンゴ類の生息状況について、①のオキナワハマサンゴの幼生が着生し出芽

という無性生殖による増殖を確認していることは移植の評価のうえでも学術的にも貴重な成

果であることから、学術的な公表も考えてほしいとの指導・助言については、今後も引き続

きモニタリングを継続するとともに、本事業で得られた成果の学術的な公表について検討す

ることとします。 

また、②のオキナワハマサンゴのモニタリング結果を示す表に記載した「病気状況」につ

いて、表記や記述内容について検討することとの指導・助言については、委員と調整の上、

表現の修正を行い、次回以降に提示する予定です。 

なお、移植したオキナワハマサンゴや海草藻場の生育範囲拡大に関するモニタリングの状

況については、次回報告させていただく予定としていますが、台風９号接近前の８月２９日

時点までは台風による消失は確認されておりません。また、台風９号及び１０号通過後の状

況については、次回報告させていただく予定です。 

美謝川整備における環境配慮事項について、③の今後のモニタリング手法について、計画

を進めることとの指導・助言については、環境保全図書で示していた事後調査の内容を踏ま

えつつ詳細を検討し、次回以降に提示する予定です。 

また、④の環境への配慮事項の記述について、多様な場をつくること、多孔質な構成とす

ることを明記することとの指導・助言については、総括的な方針を整理した資料でも明記す

るよう修正し、次回以降に提示する予定です。 

⑤の詳細設計の実施時の対応として、専門の委員の指導を踏まえ、進めることとの指導・

助言については、河床の構造等を水理模型実験により確定していく中で、委員の指導を得な

がら検討・設計を行っていく予定です。 

工事の実施状況等について、⑥のジュゴンの調査、検討方針について、ジュゴンの姿・食跡

などを発見する努力を引き続き行うことに加え、人工物などのジュゴン以外の影響も含め発

生源の特定の努力を行うことを両輪として進めていくこととの指導・助言については、ジュ

ゴンの鳴音らしき音が検出されていることを工事関係者に周知するとともに、調査範囲を拡
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大するなどしながら継続して実施します。また、人工物の影響も考慮した調査については次

回以降に提示する予定です。 

また、⑦の過去の鳴音検出時の状況整理については、令和２年２～５月の鳴音検出時にみ

られた風向の特徴が過去の鳴音検出時にみられるか整理検討した結果を資料３に提示してい

ます。 

⑧の「土砂による水の濁り」について、新たな地点で濁りが確認された場合は、注意して確

認することとの指導・助言については、その要因について細心の注意をはらって検討するこ

ととします。 

以上です。 

 

委員長： 

ありがとうございました。それでは何かご意見等ありますでしょうか。 

それでは特段のご意見はなさそうですので、資料１につきましては、特段の指導・助言は

ないということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

それでは、続きまして議事の２番目、令和元年度事後調査等報告書について、事務局から

説明をお願いします。 

 

【議事②：令和元年度 事後調査等報告書について】 

事務局： 

令和元年度事後調査等報告書について説明させていただきます。事後調査報告書と環境監

視調査報告書の案についても、参考にお手元にお配りしていますので、併せてご確認くださ

い。 

説明は資料２の概要版を用いて説明させていただきます。２ページは、事後調査報告書の

目次構成となっています。概要版については、第６章、第７章、第９章を調査項目ごとに整

理してお示ししています。 

３ページと４ページは令和元年度に行った対象事業の実施状況です。護岸工事は傾斜堤護

岸Ｋ－１からＫ－４において消波ブロックの設置工事を実施しています。傾斜堤護岸Ｋ－８

においては基礎捨石投入、被覆ブロック製作据付等の工事を実施しています。工事用仮設道

路については、②の一部を令和元年５月１１日まで整備しました。また、埋立工事は前年度

の平成３０年度から着手しており、ブルドーザ等を用いた埋立工事を実施しています。 

４ページの下の表は実施段階別の環境保全措置実施項目一覧です。事後調査報告書の４章

には実施した環境保全措置を詳細に記載していますので、ご確認ください。 

資料２の５ページから８ページに環境保全措置の実施状況の一例を示しています。 

５ページは、事業実施後にも存続する砂浜を対象として、ウミガメ類の上陸、産卵にとっ

て良好な環境条件を整え、利用しやすい場を創出することについて検討したものです。整備

内容としては、モクマオウ４３本を伐採し、うち２６本は除根を実施、１７本は水路の安定

又は周辺植生の保全のため幹の一部と根を残しました。また、モクマオウの除根・埋戻しを

行った箇所に、撹乱環境に強い好適な産卵場とする目的で、グンバイヒルガオを植え付けま



 

4 

した。整備結果として、ウミガメ類の産卵に利用可能と想定される奥行を、右下の写真に示

すように、Ｔ－１～Ｔ－３断面において４～７ｍ拡張しました。 

６ページです。改変区域内に生息する底生動物のうち、主に自力移動能力の低い貝類や甲

殻類の重要な種、必要と判断される海藻類の重要な種については、埋立工事の着手前に、現

地調査時に重要種が確認された地点及びその周辺において、可能な限りの人力捕獲を行い、

各種の生息に適した周辺の場所へ移動を行うこととしており、令和元年度は大浦湾側の改変

予定区域において、海藻類の重要な種であるウミボッスの移植を実施しました。大浦湾側の

４５地点のうち、９地点で合計１７個体を発見し、採取しました。ウミボッスが発見された

環境は主にサンゴ礫だまりでした。採取したウミボッスはいずれも選定した移植先のうち、

直前の踏査でも本種の生育が確認された図に示す地点へ移植しました。 

次に７ページです。代替施設の存在に伴い消失する海草藻場に関する措置として、改変区

域周辺の海草藻場の被度が低い状態の箇所や代替施設の設置により形成される静穏域を主に

対象とし、専門家等の指導・助言を得て、海草類の移植や生育基盤の環境改善による生育範

囲拡大に関する方法等やその事後調査を行うことについて検討し、可能な限り実施すること

としており、豊原地先及び嘉陽地先の海域において、リュウキュウスガモの種苗を用いた現

地実証試験を実施しています。現在までのモニタリングにおいて、移植株の流出はみられず、

光合成活性も良好な値を示しているものの、一部では移植株が埋没等により目視できない地

点もあり、それら移植株の状況とともに環境条件について整理し評価を行うことで、海草藻

場の生育範囲拡大に適した条件について検討し、生育範囲拡大方法の決定・実施へつなげて

いく考えです。 

続いて８ページです。工事直前において、改変区域の海岸部に生息するオカヤドカリ類・

オカガニ類の個体は周辺の好適と考えられる環境への捕獲移動を図ることとしており、改変

区域の海岸部において、令和元年度は４７，３５９個体のオカヤドカリ類・オカガニ類の移

動を実施しています。右図の移動先の海浜部に移動しました。 

なお、コムラサキオカヤドカリ、ミナミオカガニの移動先には、両種の捕獲がなかったこ

とから、移動は行いませんでした。 

また、宜野座村松田の移動先には平成３０年度までに約１９．５万個体のオカヤドカリ類

を移動していることから、良好な生息環境を確保するため、資料に示すとおり、移動先の一

部への移動は行いませんでした。 

９ページには事後調査の調査項目、調査時期、１０ページには調査工程を表に整理して示

しています。 

１１ページから１３ページは水の汚れの結果をお示ししています。 

１２ページです。海水のｐＨについては、調査期間中の水中におけるコンクリート打設工

事が未実施であるため、また、栄養塩類等は代替施設の供用後の調査項目であるため、今回

は工事の実施前との位置づけになります。ｐＨの採水分析値は８．１～８．２で、調査地点

間や調査地点の採水層間で大きな差は認められませんでした。全窒素は０．０６～０．２０

mg/L の範囲、全燐は０．００４～０．０１７mg/L の範囲であり、調査地点間や上層、中層及

び下層間で大きな差は認められませんでした。 
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残留塩素はいずれの調査地点においても検出されませんでした。 

１３ページは、過年度の調査結果と併せて経年的な変化を整理した結果のうち、辺野古前

面のＳｔ.４の例です。 

１４ページから１８ページに土砂による水の濁りの結果を示しています。 

１５ページの濁度については、濁りの発生が考えられる工事実施日の毎日、３６地点にお

いて延べ２４４日の調査を実施し、基準値を超過した濁りが２９日確認されました。 

基準値を超過した場合の主な要因は、高い濁りが確認された表層を中心に塩分低下がみら

れることから降雨に起因する河川等からの濁水の流入が考えられるもの、強風に伴う波浪に

よって生じる底質の巻き上げが考えられるもの等であり、本事業の工事に伴う発生ではない

ものと考えられました。 

１６ページではＳＳとＳＰＳＳについて整理しています。ＳＳの分析試験は工事期間中週

１回、ＳＰＳＳの分析試験については月１回の頻度で実施しました。 

ＳＳの最大値は、工事箇所の周囲では１～６mg/L、サンゴ類及び海草藻場の主たる分布域

近隣では１～３mg/L、河川の河口付近では１～７mg/L の範囲でした。 

ＳＰＳＳは大浦湾奥部のＣ１及びＣ２で高い値がみられましたが、これらはこれまでの調

査結果から地形、潮流及び河川からの流入等を要因とする底泥の移動等の影響によるもので

あり、工事によるものではないと考えられました。 

１７ページに水の濁りの検討結果をまとめています。令和元年度は工事が濁りの発生源と

考えられる事例はありませんでした。基準を超過した濁りの主な原因は、降雨等による河川

等からの濁水流入の影響や、強風・波浪による底泥の巻き上げの影響といった自然要因であ

ると考えられました。なお、サンゴ類及び海草藻場の主たる分布域近隣の調査地点であるＣ

１及びＣ２については、工事箇所の周囲において基準を超過する濁りが確認されていない時

にも基準を超過する濁りが確認されましたが、当該箇所は、これまでのＳＰＳＳの調査結果

からみて、海底の浮泥の堆積が著しい地点であることなどから、これらの濁りは工事による

ものではなく、潮流等の要因による海底に堆積した浮泥の巻き上げ等によるものと考えられ

ました。補足調査の項目として実施しているＳＰＳＳのランクは、調査地点Ｃ１及びＣ２は

環境影響評価時、工事前、工事中のいずれも概ねランク７～８と高く、令和元年度も過年度

と同様な結果となりました。 

調査地点Ｃ７のＳＰＳＳランクは、工事前では概ねランク５ａ～６、工事中では概ねラン

ク５ｂ～６であり、令和元年度も、令和２年２月を除くと、過年度とほぼ同様な結果となり

ました。令和２年２月に、Ｃ７において基準を超過した濁りは、南寄りの強風に伴う波浪に

よる底質の巻き上げによる影響や河川等からの濁水流入の影響によるものであり、工事の影

響によるものではないと考えられました。 

調査地点Ｃ３からＣ６及びＣ８のＳＰＳＳランクは、工事前及び工事中のいずれも概ね３

～５ａであり、令和元年度も、調査地点Ｃ３の令和元年６月のランク６や令和２年２月のラ

ンク５ｂなど梅雨時期等の一時的に高い値を除くと、概ね５ａ以下であり、過年度と同様な

結果となりました。 

１８ページにＳＰＳＳの経年変化をグラフで示しています。 
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土砂による水の濁りについての総合評価としては、令和元年度は工事が濁りの発生源と考

えられた事例はありませんでした。基準を超過した濁りの主な原因は、降雨等による河川等

からの濁水流入の影響や強風・波浪による底泥の巻き上げの影響といった自然要因であると

考えられました。 

１９ページからは地下水の水質についてです。 

２０ページです。埋立工事に伴う土砂採取が未実施のため、地下水位の観測結果は工事の

実施前との位置づけです。なお、水質調査については、埋立土砂発生区域の工事による変化

があった場合に調査するものとしており、埋立土砂発生区域の工事開始前に「工事前」の水

質調査を行うこととしています。 

２１ページから２３ページはウミガメ類の上陸状況及び工事海域への来遊状況です。 

２２ページに令和元年度の状況を整理しています。令和元年５月から７月に合計２６箇所

で上陸が確認され、区域別で見るとバン崎の１２箇所が最も多く、月別で見ると５月の１０

箇所が最も多い結果となりました。 

２３ページでは、ウミガメ類の区域区分ごとの上陸数について、本調査結果と過去の調査

結果を比較しており、令和元年度はすべての区域区分において工事前の変動範囲内であり、

大きな変化はみられませんでした。 

総合的な評価として、ウミガメ類の上陸状況については、すべての区域区分において工事

前の変動範囲内であり、上陸数の経年変化に特異な傾向はないと考えられます。工事海域へ

の来遊（接近）については、調査期間をとおして、工事海域において工事用船舶によるウミ

ガメ類の移動経路の阻害やウミガメ類が工事区域から逃避する状況は確認されていません。 

２４ページから３４ページはサンゴ類についてです。 

２５ページはライン・スポット調査の結果です。 

ライン調査を夏季及び冬季に６４測線で実施した結果、サンゴ類がまとまってみられたの

は、嘉陽地先のリーフエッジ周辺、大浦湾東部、湾口部の中干瀬及び辺野古崎周辺から久志

地先にかけてのリーフエッジ周辺でした。夏季及び冬季ともに７７種類のサンゴ類が確認さ

れました。 

また、スポット調査を夏季及び冬季に１１０地点で実施した結果、サンゴ類がまとまって

みられた場所はライン調査と概ね同様でしたが、大浦湾奥部においても局所的に高い被度の

サンゴ類がみられました。夏季に７１種類、冬季に６５種類のサンゴ類が確認されました。 

２６ページの左の図は詳細観察１２地点のうち１地点の状況です。また、右の図は、ライ

ン調査及びスポット調査の結果として得られた被度区分の分布状況に加え、マンタ調査の結

果、さらに海底面の地形、地質の状況、海底地形図による等深線も参考に分布図を作成して

います。サンゴ類の主な分布域はバン崎地先、嘉陽地先からギミ崎東側及び安部の湾内、大

浦湾東部、大浦湾奥部、湾口部の中干瀬、辺野古崎周辺から久志地先にかけてのリーフエッ

ジ周辺でした。被度が２５％以上の主な分布域は、大浦湾東部、大浦湾奥部、中干瀬、辺野古

崎周辺から久志地先にかけてのリーフエッジ周辺でした。 

２７ページには平成３０年７月２７日から８月４日までに移植したオキナワハマサンゴ９

群体について整理しています。１週間に２回の潜水目視観察を実施し、群体サイズ、食害、
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白化及び病気の状況、並びに生息環境について観察及び記録しました。なお、移植後約１年

が経過した令和元年９月からは週１回の頻度に変更しています。移植先及び対照区において、

水温、流速、塩分のモニタリングを実施し、移植後から令和２年３月末までの期間に対象サ

ンゴの生息に影響を与えるような特異なデータは確認されていません。 

２８ページ、２９ページは幼サンゴの着床状況を示しています。 

２８ページです。令和元年５月に３８地点に設置した人工着床具を対象に、約３か月後の

令和元年８、９月、約６か月後の１１月、約９か月後の令和２年３月に、幼サンゴの着床状

況について目視観察を行いました。 

約３か月後の観察ではミドリイシ属が２群体、ハナヤサイサンゴ科が３群体、約６か月後

の観察ではミドリイシ属が１６群体、ハナヤサイサンゴ科が５群体、コモンサンゴ属が１群

体、サンゴ様付着生物が２群体、約９か月後の観察ではミドリイシ属が１４群体、ハナヤサ

イサンゴ科が９群体確認されました。 

２９ページには幼サンゴの着床率を整理しています。第１回回収の着床率は１１．２％で

した。第２回の着床率は１１．９％でした。第３回の着床率は５．０％でした。 

サンゴ類の着床がみられた場所は、辺野古地先、大浦湾口部、大浦湾東部、大浦湾西部及び

大浦湾奥部でした。 

３０ページから３２ページに、サンゴ類の生息被度・生息状況について、本調査結果と過

去の調査結果を比較した結果を示しています。分布範囲や被度、面積について場所によって

変化がみられたものの、いずれも大きな変化は生じておらず、当該海域におけるサンゴ類の

生息状況や生息被度に対して、工事の影響は確認されませんでした。 

３１ページは各年度のサンゴの分布状況、３２ページは詳細観察結果の比較結果の例を示

しています。 

３３ページは移植したオキナワハマサンゴの生息状況についてまとめています。平成３０

年度に引き続き、移植の成果・妥当性の判断基準の一つであるサンゴの再生産の様子が確認

できました。また、オキナワハマサンゴが通年産卵することが新たに確認され、比較的寿命

が短く、多産するような生活史を持つ種である可能性も示唆されました。このような発見は

学術的にも価値が高いものと考えられます。 

令和２年３月時点で、移植したオキナワハマサンゴ９群体のうち２群体が「白化なし」、４

群体で部分的又は全体的な白化がみられ、２群体が死亡、１群体が消失している状況です。

一方、原因は不明ではあるものの、移植先に元々生息していたオキナワハマサンゴにおいて

も、移植したオキナワハマサンゴと同様に、４群体が死亡し、生存している８群体でも白化

や部分死が確認されています。 

３４ページはサンゴ類についての総合的な評価です。サンゴ類の生息状況や生息被度につ

いては、場所によって分布範囲や被度、面積に変化がみられたものの、いずれも大きな変化

は生じておらず、工事の影響は確認されませんでした。移植したオキナワハマサンゴについ

ては、平成３０年度に再生産の様子が確認されたことなどから、移植のストレスから十分に

回復し、移植先の環境に順応したものと考えていますが、継続してモニタリングを行ったと

ころ、令和元年度においても引き続き再生産の様子が確認されました。幼サンゴの着床及び
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成長度合について、令和元年度はミドリイシ属の幼群体の加入が最も多く、大浦湾湾口部な

ど環境影響評価時と比較して外洋に面した多くの地点でサンゴの着床がみられました。 

３５ページから４９ページは海藻草類についてです。 

３６ページはライン調査結果を示しています。夏季及び冬季に６４測線で実施した結果、

海草藻場がまとまってみられた場所は、嘉陽地先や安部の湾内、大浦湾奥部、辺野古崎周辺

から久志地区にかけてのリーフ内、ホンダワラ藻場がまとまってみられた場所は、嘉陽地先

や安部の湾内、大浦湾東部や湾口部の中干瀬、辺野古崎周辺から久志地先にかけてのリーフ

エッジ周辺でした。 

３７ページはスポット調査結果を示しています。夏季及び冬季に１０２地点で実施した結

果、海草藻場、ホンダワラ藻場がまとまってみられた場所は、ライン調査と概ね同様であり、

ホンダワラ藻場はバン崎地先及び前原地先においてもみられました。スポット調査では、夏

季に１２５種類、冬季に１１７種類の海藻草類が確認されました。 

３８ページにライン調査及びスポット調査から得られた被度の状況、マンタ調査の結果、

さらに海底面の地形、地質の状況、海底地形図による等深線も参考に海草藻場及びホンダワ

ラ藻場の分布状況図を作成しています。 

３９ページはクビレミドロの生育状況の調査についてです。クビレミドロは干潟の南側の

狭い範囲で群落がみられ、分布面積は約３２㎡でした。 

クビレミドロ生育域における底質の粒度組成の調査結果は、細砂分・シルト分が多く含ま

れていました。なお、工事前における生育箇所においてもほぼ同様の傾向でした。 

４０ページは、海草類の生育範囲・面積、生育被度について、本調査結果と過去の調査結果

を比較した結果です。嘉陽前面の分布面積は工事前の変動範囲内でしたが、大浦湾と辺野古

前面では平成２９年度から３年度連続して工事前の変動範囲を外れた状態が継続しており、

その結果、全域では平成３０年度から２年度連続して工事前の変動範囲を外れた状態が継続

しています。 

大浦湾及び辺野古前面における海草藻場の分布面積は、大浦湾では平成２１年度以降、辺

野古前面では平成２０年度以降減少傾向が続いており、工事開始前の平成２７年度以降ほぼ

横這いとなりましたが、緩やかな減少が続いています。工事開始後は海草藻場への工事を要

因とする濁りの拡散は確認されていないことから、海草藻場の分布面積が工事前の変動範囲

を外れた状態が継続している原因は、これによるものではないと考えられますが、海草類の

分布は、気象・海象等の自然環境の変動の影響を受けやすいことから、今後も事後調査を継

続していきます。 

４１ページは平成１９年度からの各年度の海草類の分布状況です。 

４２ページは平成１９年度からのスポット調査による海草藻場の被度の変化を整理してい

ます。 

４３ページは、ホンダワラ類の生育範囲・面積、生育被度について、本調査結果と過去の調

査結果を比較した結果です。大浦湾と嘉陽前面の分布面積は工事前の変動範囲内でしたが、

辺野古前面では変動範囲を下回り、全域でも変動範囲を下回りました。ただし、分布面積は、

辺野古前面では平成２４年度以降、全域では平成２１年度以降減少した後、平成２７年度以
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降はほぼ横這いとなっており、工事開始後の平成２９年度以降もその傾向が継続しているも

のと考えられます。工事開始後はホンダワラ藻場への工事を要因とする濁りの拡散は確認さ

れていないことから、ホンダワラ藻場の分布面積が工事前の変動範囲を外れた原因はこれに

よるものではないと考えられますが、ホンダワラ類の分布は、気象・海象等の自然環境の変

動の影響を受けやすいことから、今後も調査を継続していきます。 

４４ページは平成１９年度からの各年度のホンダワラ類の分布状況です。 

４５ページは平成１９年度からのスポット調査によるホンダワラ藻場の被度の変化を整理

しています。 

４６ページは浮泥及び付着藻類の状況を整理しています。 

４７ページと４８ページは、クビレミドロの各年度の分布状況について、整理しています。

過去の調査結果において、生育範囲や生育面積に変動はあるものの、継続して確認されてい

ます。 

４９ページは海藻草類についての総合的な評価です。海草藻場及びホンダワラ藻場の改変

区域を除く分布面積は、工事前の平成２１年度から減少傾向となり、平成２７年度以降はほ

ぼ横這いとなっており、工事開始後もその傾向が継続しているものと考えられ、ライン調査

及びスポット調査による生育被度はほとんどの地点で変動範囲内に収まっており、工事開始

後の被度について大きな変化はみられませんでした。 

クビレミドロの生育状況については、令和元年度の分布面積は工事前の変動範囲を下回っ

ていましたが、生育域は工事実施箇所から遠く離れており、土砂による水の濁りの検討結果

からも、クビレミドロの生育域において工事が発生源となる濁りは及んでいないことから、

工事による影響は確認されませんでした。 

 

委員長： 

ありがとうございました。 

この段階で一つ区切りを入れたいと思います。ご意見等はありますでしょうか。 

委員どうぞ。 

 

委員： 

資料の５ページでは、ウミガメの産卵場の整備結果が示されていて、この中に利用可能な

範囲が１６ｍまで広がったという写真があり、その上には、拡張幅を示した断面図がありま

すが、これらを見ると、整備後の砂面が整備前から比べて高くなっているようです。この部

分のモクマオウを除去しても、海面がそこまで上昇しないと、再び繁茂するのではないかと

思います。特に河川でよくあるのですが、冠水幅が上がらないと植生が繁茂して、木本類ま

で出てくることがありますが、砂面高はこのような状況でよいのでしょうか。 

 

委員長： 

事務局いかがでしょうか。 
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事務局： 

今回の整備では、モクマオウを伐採・除根し、グンバイヒルガオを植え付けました。モク

マオウの除根を行ったことで砂面がへこむことも予想されましたが、整備前と概ね変わらな

い状態であり、養浜はしていません。 

ウミガメが産卵する場所については、海岸線の波打ち際からの高さがある程度高い方が、

そこで産まれた卵が海水を被らないという観点で、より安定していると考えています。 

一方、海岸の波当たりによる侵食などがないと、植生的に安定化してしまい、陸上の植生

が出てきてしまうということも確かにあります。この辺りは、海岸の砂浜と陸上の植生がせ

めぎ合う場所、いわゆる遷移帯に該当します。その観点で、海岸では、そういうせめぎ合い

が起こるのは自然なことであり、例えば、陸上植生が前に出てくるようであれば、ウミガメ

の産卵場である砂浜が狭まってしまうので、そのときは対応を考える必要があると思います。

今後、植生の状況についても注視し、対策が必要な状況を確認した際には、委員にもご相談

の上、対応方針を決めていきたいと考えています。 

 

委員： 

ありがとうございます。 

遷移帯ということであれば、様子を見ながらだと思います。 

 

委員長： 

ありがとうございました。 

他にいかがでしょうか。委員、どうぞ。 

 

委員： 

３０ページのサンゴ類と、それから４０ページの海草類についてお伺いしたいのですが、

よろしいでしょうか。 

サンゴ類を見ますと、全域ではこの約１０年間はあまり変わっていないと思うのですが、

辺野古前面では、昔に比べるとかなり増えていて、被度の大きい領域が拡大しています。一

方で、４０ページの海草藻場を見ると、全域で、昔と比べると減ってきていて、特に大浦湾

の方は減っています。それから辺野古前面の方でも、面積も減っているし、被度も低下して

います。これは逆相関になっているような印象があって、ただいまの説明で工事の影響では

ないというのはよく理解できたのですが、少し長い目で見ると、全体のトレンドとして少し

傾向があるような気がいたします。赤土の流入量が減って、それに伴って窒素を中心とした

栄養塩類が減っているとか、そのあたり、原因についての解釈は何かありますでしょうか。

サンゴ類は栄養塩とか赤土の流入の影響を受けるとされるのですが、一方、海草類は、窒素

分が多いと増えていくという逆相関になるという側面があると思いますが、いかがでしょう

か。 

 

委員長： 
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ありがとうございます。 

３０ページのサンゴ類の分布状況の経年変化の様子と、４０ページの海草類の経年変化の

様子が、特に辺野古前面海域において、一見逆相関になっているので、これをどのようにと

らえていますか、ということですが、事務局の方で、何か現時点でお答えできることはあり

ますでしょうか。 

 

事務局： 

まず、栄養塩類につきましては、事後調査の中で計測していますが、顕著な増加もしくは

低下の傾向というのはみられず、ほとんど変化はありません。一方、サンゴ類と海草類の関

係についてご説明させていただくと、生息・生育している主な場所が若干違っています。資

料の４１ページに海草類の分布図をお示ししていますが、基本的にリーフの中が、黄色や緑

色が濃く、被度が高い箇所となっています。一方、サンゴ類は、３１ページに分布図をお示

ししていますが、主にリーフの外側に分布していることから、少し違う場所での分類群の変

化になりますので、確かに逆相関にも見えるのですが、特に関係はないものと考えています。 

サンゴ類につきましては、そもそも調査を開始した当初というのが、沖縄本島全域におい

てサンゴ類の被度が下がっていた時期でした。そこから元々サンゴ類が生息していた、ポテ

ンシャルのあるところで被度が上昇しており、サンゴ類の長期的な変化として徐々に回復傾

向にあるのではないかと考えています。一方、海草類につきましては、原因ははっきりして

いませんが、沖縄本島全域でも減少傾向にあると認識しています。 

 

委員： 

ありがとうございました。 

沖縄本島全域の傾向と同じような傾向で、この周辺海域でも経時的な変化が起こっている

ようだということですが、こういう変化は工事の影響を考察する上で重要なポイントになり

ますので、引き続き留意をして、この傾向を追っていく必要があると思います。 

 

委員長： 

委員、どうぞ。 

 

委員： 

海藻草類の４０ページと４３ページですが、４０ページの最初の２行目に「工事前の変動

範囲を外れた状態が継続しており」との記述がありますけれども、グラフをそのまま解釈す

ると、平成２０年ごろから平成２６、２７年度あたりまで、例えば大浦湾と辺野古前面では

減少のトレンドがありまして、平成２７年度以降はあまり変動していない、横這いとなって

いるというグラフになっていますので、グラフに基づいた記述に変えた方がよいのではない

かと思います。具体的には、平成２０年度から２７年度の減少トレンドの後、平成２７年度

以降は横這いが続いている、というのが４０ページ、４３ページでのグラフに基づいた記述

だと思います。ここの記述によって４９ページのまとめの記述も影響を受けると思います。 
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委員長： 

ありがとうございます。 

事務局いかがでしょうか。 

 

事務局： 

４０ページの大浦湾と辺野古前面の棒グラフの図をご覧いただくと、ご指摘のとおり、平

成２６年、２７年度までは急激に下がっていて、それ以降は横這いではあるのですが、少し

ずつ減ってきています。この原因は、工事を要因とする濁りの拡散が確認されていないこと

から、これによるものではないと考えていますけれども、減少しているということで、変動

範囲を下回った状態、外れた状態が継続しているという表現をしているところです。 

 

委員： 

全国各地で起こっている藻場の減少トレンドとなると、本当に壊滅するところまで減少し

ます。それに対して、これは途中で止まっているということで、持ち直している、持ちこた

えているという見方もできるのではないでしょうか。 

 

事務局： 

４０ページの１つ目のポツの記述は、ご指摘のとおり、工事前の変動範囲を外れていると

いうことで、これまでよりも少なくなっていることを示していますけれども、２つ目のポツ

の２行目で、「平成２０年度以降減少傾向が続いており、工事開始前の平成２７年度以降ほぼ

横這いとなったが、緩やかな減少が続いている」との記述がありまして、ここの「ほぼ横這

い」、「緩やか」という記述が、ご指摘のあった、ずっと一直線に下がっている傾向ではない、

ということを表現しております。減少のトレンドはありつつも、踏みとどまっているという

ことはそこで表現し、それらを踏まえて、４９ページの方でその傾向は確かに続いていると

し、４０ページに戻りますが、「海草類の分布は、気象・海象等の自然環境の変動の影響を受

けやすいことから、今後も事後調査を継続していく」と記述しています。 

 

委員： 

そうしますと、４０ページの１つ目のポツと２つ目のポツの記述に齟齬がありますので、

合わせた方がよいと思います。 

 

委員長： 

ありがとうございます。 

特にまとめのところは重要になると思います。海草類とホンダワラ類で、経年変化をよく

見ると、横這いなのか、横這いに近いけど減少しているのか、ちょっと違うような気もしま

す。４９ページの海藻草類のまとめでは、海草藻場とホンダワラ藻場は同じような整理です

が、４０ページと４３ページの検討結果では、海草類とホンダワラ類で若干違った表現とな
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っていると思います。減少傾向が継続しているか、ほぼ横這いか、それぞれのパートの説明

と最後のまとめの表現にも齟齬が無いようにしていただきたいと思います。 

委員どうぞ。 

 

委員： 

今の４０ページで、最初の「大浦湾と辺野古前面では平成２９年度から３年度連続して工

事前の変動範囲を外れた状態が継続して」という記述は、この平成２９年度から令和元年度

の棒グラフの減少のことを言っているのでしょうか。 

 

事務局： 

はい、そのとおりです。 

 

委員： 

工事前の変動というと、最初に委員からも質問がありましたとおり、平成２１年度から平

成２６年度までの大きな減少、これが工事前の変動ですよね。これを超えた「範囲」という

言い方がよくわからないのですが、一番大きい変化が平成２１年度から平成２６年度までの

半分くらいまで減少してしまった変化であって、そこから先はほぼ横這いと考えてよいと思

います。この「工事前の変動」とは何を指しているのでしょうか。 

 

委員長： 

事務局いかがですか。 

 

事務局： 

「工事前の変動」というのは、４０ページのグラフの全域を見ていただきますと、平成２

０年度がピークで、５６０ha ぐらいです。そこから徐々に減少していきまして、平成２７年

度までが工事前ですけれども、平成２７年度の値が３００ha 近いくらいで、この範囲が工事

前の値の範囲になります。「変動の範囲」という表現は、「変動幅」とも読めるのですが、そう

ではなくて、工事前の「最小値から最大値までの値」のことです。ここで言うと、平成２０年

度が最大値で、平成２７年度が最小値です。この平成２７年度の値を下回っているというの

が、工事前に変動している範囲の値を下回っている、つまり変動範囲を外れているという表

現で、これが２年度、あるいは３年度連続していることから、「工事前の変動範囲を外れた状

態が継続」しているという記述としています。 

 

委員： 

平成２０年度をピークとして平成２６年度までにおよそ半分になってしまったというのが

「工事前の変動」ですから、それを外れたという表現はそれ相応の変動があったということ

になりますので、このあたりの記述を変えた方がよいと思います。 

それから、この減少は、おそらく自然の変化だと思うのですが、平成２０年度から平成２
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７年度までに約半分に減っていた、これは既に以前の委員会でも議論されていると思います

が、ここに工事の影響が全くないのか、先ほど栄養塩の話もありましたが、陸側の工事の影

響がないのか、それを確認していただきたい。 

 

委員長： 

ありがとうございます。 

素直にこの文章を読みますと、やはり「工事前の変動」とは、平成２０年度から平成２７年

度で約半分に減少した、という量を比較対象として思い浮かべてしまいますので、事務局の

方でこの文章表現を修正していただきたいと思います。 

はい、委員どうぞ。 

 

委員： 

私も「変動範囲」の「範囲」がわかりにくく、曖昧な表現になっていると思います。言葉の

使い方の問題かもしれませんが、「変動範囲」と言えば、普通は平均値±標準偏差、標準誤差

のことになるかと思います。用語として「変動範囲」は少し改めた方がよいと思います。そ

れを踏まえた上で、最後の４９ページについては、前段の「生育被度はほとんどの地点で変

動範囲内に収まっており」というのは、「『工事前の』変動範囲内に収まっており」ですよね。

４９ページの記述は補った方がよいということですので、併せてご検討いただけたらと思い

ます。 

 

委員長： 

ありがとうございました。委員の方々からのご指摘は、文章表現を誤解のないように修正

していただきたいということだと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 

他の観点ではいかがでしょうか。 

 

委員： 

３３ページ３行目の最後の方に「産卵」とありますが、卵を産んでいるわけではありませ

んので、「生殖」とか「繁殖」とか、そういった言葉に変えていただきたいと思います。 

 

委員長： 

「通年産卵」のところですね。こちらは適切な用語に変えてほしいということだと思いま

す。よろしいでしょうか。 

他にはいかがでしょうか。委員、どうぞ。 

 

委員： 

３３ページのこの図ですが、繁殖についても表示してはどうでしょうか、というのが一つ

と、前回の委員会でも委員に伺ったと思うのですが、移植したオキナワハマサンゴは多く幼

生を放出していますけれども、元々生息しているオキナワハマサンゴはそれほどでもないで
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すよね。これは移植をプラスに考える要因なのか、それともマイナスに考える要因なのか、

そのあたりを教えていただけませんか。 

 

委員： 

移植したオキナワハマサンゴの方が多く幼生の放出が確認されたということに関しては、

その原因は不明な点はありますが、少なくとも移植による悪影響があったというわけではな

いと思います。むしろ移植したオキナワハマサンゴで繁殖が確認されたというモニタリング

結果は、オキナワハマサンゴの移植が成功したという判断ができる一つの要素だと思います。 

 

委員長： 

ありがとうございます。 

今のご意見をまとめますと、３３ページの表の中に、ポジティブな要素としての、繁殖の

情報を入れた方がよいというご意見だと思います。ご検討いただけたらと思います。 

他にいかがでしょうか。委員、どうぞ。 

 

委員： 

１３ページの全燐の傾向を見てみますと、令和２年の１月、２月、３月と続けて右肩上が

りの上昇傾向にありますが、この傾向については何か要因を把握していますでしょうか。 

 

委員長： 

事務局、いかがでしょうか。 

 

事務局： 

全燐の値が、このグラフの終わりにさしかかる令和２年１、２、３月で少しずつ上がって

いるということで、原因につきましては、さまざまな観点から検討しましたが解明には至っ

ていません。ただ、この報告書に収められているのは令和元年度の事後調査結果ですので、

令和２年３月までの調査結果しか収められていませんが、この後の値を整理したところ、ま

た下がってきていまして、令和２年７月の値は元年の１１月の値にほぼ戻ってきています。

一時的に上昇した理由は不明ですが、このような上昇傾向が続いているというものではあり

ません。その栄養塩類の値は次年度の事後調査報告書に収めさせていただきます。 

 

委員： 

ありがとうございました。 

このような傾向もみられるので、その要因も含めて今後も注意して調査をしていただきた

いと思います。 

 

委員長： 

ありがとうございました。 
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委員どうぞ。 

 

委員： 

４６ページのスポット調査による海草上の浮泥の堆積状況というところで、大浦湾奥部と

辺野古地先のところで、左側の方ですと、堆積状況が「多」となっているのに対して、工事中

では「多」という印がなくなってしまっているのですが、このあたりの何か考察というのは

できているのでしょうか。 

 

事務局： 

確かに、工事中になってから「多」というのが減ってきているようにみえますが、なぜ堆積

が減っているのかという要因は把握できていません。 

 

委員： 

例えば、今までの整備によって潮の流れが少し変わってきて、それによって浮泥の堆積が

どれくらい変わってくるのかわかりませんが、潮の流れのわずかな違いが少しずつ浮泥の堆

積に変化を及ぼしているという可能性もあるのであれば、考察してみてはいかがでしょうか。 

 

委員長： 

よろしいですね。ちょっとした地形の変化などにより潮流や波が変化し、浮泥の堆積が変

化するかもしれないということも念頭に整理する必要があるだろうということかと思います。 

他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

ここまででいくつかご指摘を頂きましたが、特に、サンゴ類あるいは海藻草類の長期的な

傾向に関して、ご意見等を頂きました。まとめの文章の中で変動範囲という言葉を使って説

明しているわけですが、これが何を指しているかわかりにくいということで、どのような言

葉を使うべきか、という点も含めて、この表現を再整理していただきたいということが大き

なポイントだったと思います。 

それから、同じく言葉使いに関しまして、３３ページに「通年産卵」という言葉がありま

すが、これは適切な言葉に修正するようにというご指摘がありました。同じく３３ページの

表の中に、繁殖情報についても入れてはどうかというご意見がありました。 

さらには、浮泥の堆積に関して、減少していることについて、その原因を検討することと

のご指摘がありました。 

以上の点を、ここまでのところの当委員会からの指導・助言としてまとめたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

それでは、そのようにさせていただきます。 

では、後半の説明をお願いしたいと思います。事務局から説明をお願いします。 

 

事務局： 

それでは、５０ページから説明させていただきます。 
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５０ページから６５ページはジュゴンの生息状況についてです。 

５１ページはヘリコプター及び監視用プラットフォーム船からの監視状況です。 

５２ページです。海草藻場の利用状況として、マンタ法による食跡記録を平成３１年４月

から令和２年３月まで実施しました。調査期間をとおして、嘉陽地先及び安部地先のいずれ

においても食跡は発見されませんでした。 

続いて５３ページです。嘉陽周辺海域及び他の生息海域において、ヘリコプターからの監

視を平成３１年４月から令和２年３月まで実施しました。調査期間をとおして、嘉陽及び古

宇利島沖のいずれにおいてもジュゴンは確認されませんでした。 

次に５４ページです。水中録音装置によるジュゴンの来遊記録のための調査を４海域で平

成３１年４月から令和２年３月まで実施しました。調査期間をとおして、古宇利島沖、辺戸

岬地先及び安田地先のいずれにおいてもジュゴンの鳴音は検出されませんでした。嘉陽地先

では、大浦湾内の施行区域内に位置するＫ－４地点において、令和２年２月及び３月に、ジ

ュゴンの鳴音の可能性が高い音が検出されました。 

５５ページから５６ページには令和元年度のジュゴンの確認と鳴音の検出状況を時系列で

整理したものを示しています。 

５７ページです。工事海域への来遊状況について、調査期間をとおして、警戒監視区域を

はじめとする工事海域へのジュゴンの来遊は確認されていません。下のグラフは海草藻場の

利用状況として食跡数の推移を整理しています。工事前の平成１９年度から平成２８年度ま

では毎月１５～１２０本の範囲で食跡が発見されており、工事後も毎月同程度の食跡が発見

されていました。平成３０年１２月以降は発見されなくなり、令和元年度の本調査でも食跡

は発見されませんでした。 

５８ページは平成１９年度から令和元年度までのジュゴンの食跡数の区域別の推移になり

ます。 

５９ページから６３ページは平成１９年度からのジュゴンの確認位置の状況です。 

６４ページは過年度からの鳴音の検出状況を整理しています。 

６５ページにジュゴンの生息状況のまとめを示しております。令和元年度においては、水

中録音装置によりジュゴンの鳴音である可能性が高い音が検出された以外には、ジュゴンの

姿は確認されず、食跡も発見されませんでした。 

嘉陽沖を主な生息域としていたジュゴン個体Ａについては、ヘリコプターからの監視にお

いて平成３０年９月１１日に確認されて以降は確認されない状況です。また、水中録音装置

により、大浦湾の施行区域内で平成３０年９月１４日と２６日に個体Ａのものと推測される

鳴音が検出されましたが、それ以降、鳴音が検出されない状況です。さらに、嘉陽周辺海域

における海草藻場の利用状況調査においても平成３０年１２月以降、食跡が発見されない状

況です。 

古宇利島沖を主な生息域としていた個体Ｂについては、平成３１年３月１８日に今帰仁村

の漁港付近で死亡漂着していることが確認され、環境省、沖縄県及び今帰仁村が実施主体と

なって解剖が行われた結果、オグロオトメエイの尾棘の腹腔内刺入によって生じた腸管の全

層性裂傷を起因とする腹腔内の状態悪化が死亡の原因と推定されています。 
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個体Ｃについては、平成２７年６月に古宇利島沖で確認されて以降、確認されない状況が

続いています。 

令和元年度も平成３０年度と同様に当事業の工事及び作業による影響でジュゴンが確認さ

れなくなったとはいえないと考えていますが、今後も事後調査を継続してジュゴンの生息状

況等を注視していくとともに、工事の実施状況や水の濁り及び海草藻場の生育状況等との関

連について引き続き検討していく考えです。 

大浦湾内のＫ－４地点において、令和２年２月及び３月に、ジュゴンの鳴音である可能性

が高い音が検出されたことを受けて、ジュゴンの大浦湾の利用状況及びＫ－４地点付近のよ

り詳細な状況を確認するための追加的な調査を実施するとともに、当該地点付近でジュゴン

の接近が確認された場合は、これまでと同様、航行中の船舶の注意喚起を行い、水中音の発

生する工事を一時的に休止するなどの対策を講じることとします。 

６６ページから６９ページは海域生物のトカゲハゼについて示しています。 

６７ページはトカゲハゼの生息状況についてです。大浦湾奥部の二見地区地先干潟及び大

浦川河口干潟において、成魚の生息状況調査、着底幼稚魚の生息状況調査、底質の調査を実

施しました。二見地区地先干潟においては、成魚は調査時期をとおして０～６個体が確認さ

れ、着底幼稚魚は５～７月の調査期間中、６月に２個体が確認されました。大浦川河口干潟

においては、成魚は調査時期をとおして０～６個体が確認されましたが、着底幼稚魚は確認

されませんでした。 

６８ページは底質調査についてです。トカゲハゼが主に分布する範囲の表層泥の粒度組成

は、大浦湾河口干潟のＯ２を除き、いずれの地点においても細砂分の割合が最も多く、次い

で中砂分やシルト分、粘土分が多く含まれており、トカゲハゼの生息に適していると考えら

れました。また、地盤の軟らかさを調査する鉄杭の貫入深度は、二見地区地先干潟のＦ１２

の２回目を除き、いずれの地点においても２０cm 以上貫入しました。トカゲハゼの営巣には

軟らかい泥の堆積が２０cm 以上必要とされていることから、トカゲハゼが主に分布する範囲

の底質は営巣条件に適していると考えられました。 

６９ページは、平成１９年度から令和元年度までのトカゲハゼの確認数の推移です。総合

的な評価として、大浦湾奥部で調査期間をとおして成魚が確認され、６月には幼稚魚が確認

されており、生息状況に大きな変化はみられませんでした。 

７０ページから７５ページは陸域動物についてです。 

７１ページは、重要な動物種の移動後の生息状況についてです。移動を行ったノミガイ、

パンダナマイマイは移動後の調査においても確認されています。移動先別の陸産貝類相の状

況は、移動先３箇所で２５～２７種の陸産貝類を確認しました。下の表は移動先における移

動後の陸産貝類相の状況です。 

７２ページは鳥類の営巣状況についてです。令和元年度は春季にシロチドリ、コアジサシ、

ツミ、夏季にシロチドリ、エリグロアジサシ、ツミの計４種の繁殖を確認しました。 

７３ページは進入防止柵の設置効果についてです。調査期間をとおして進入防止柵の外側

の確認個体が多くなっていることから、進入防止柵の設置は有効であることが確認できまし

た。また、進入防止柵の設置によって、甲殻類のオカガニや爬虫類のミナミヤモリ、オキナ
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ワキノボリトカゲの進入を防止しました。 

７４ページは、重要な動物種の移動後の生息状況についてです。移動前、移動後の調査で

は、４目１７科３３種の陸産貝類を確認し、うち１３種が重要な種でした。移動先３箇所に

おける陸産貝類の確認状況は移動前が１９種、移動後が２０～２７種となっており、移動前

よりも多くの種数が確認されました。 

７５ページです。鳥類の営巣状況について、工事前の平成２６年度春季には３種、工事中

は平成２６年度夏季に１種、平成２７年度の春季に５種、夏季に１種、平成２９年度夏季に

４種、平成３０年度春季及び夏季にそれぞれ２種、令和元年度春季及び夏季にそれぞれ３種

の鳥類の繁殖が確認されました。 

陸域動物についての総合的な評価として、重要な動物種として辺野古崎に生息していた陸

産貝類の２種を工事着手前に移動した後、令和元年度には移動後の生息状況を調査しました

が、移動先における陸産貝類相は移動前よりも多くの種数が確認されました。また、改変区

域及びその周辺において、工事中も継続して鳥類の営巣が確認されていることから、鳥類の

営巣環境へ工事の影響は確認されませんでした。 

７６ページから８８ページは、陸域生態系のうち基盤環境及び生態系の機能と構造につい

て示しています。 

７７ページと７８ページには、動物相の状況として、年４回実施した哺乳類、鳥類、両生類

等の調査の結果を示しています。左の表は分類群ごとの確認された種類数をまとめたもので

す。 

７９ページから８５ページは重要な種の確認状況です。 

８６ページから８７ページは確認種数について、過年度との比較検討結果を示しています。

年度ごとに変動はあるものの、平成２６年度夏季～令和元年度冬季の工事中の確認種数は概

ね工事前の変動幅の範囲内でした。 

８８ページです。重要な種ついて、過年度との比較検討結果を示しています。工事前と工

事中の重要な種の確認種数は下のグラフに示すとおりです。 

また、総合的な評価として、動物相の状況では、確認種数は年度ごとに変動はあるものの、

工事中の確認種数は概ね工事前の変動幅の範囲内でした。 

８９ページから１０３ページは、陸域生態系のうち地域を特徴づける注目種について示し

ています。 

９０ページはミサゴの生息・繁殖状況です。秋季に延べ７２個体、冬季に延べ４７個体が

確認されましたが、繁殖に関する行動は確認されませんでした。 

９１ページはツミの生息・繁殖状況です。令和元年度は４地区において４巣の営巣が確認

され、３巣で巣立った幼鳥が確認され、残り１巣でも巣立ち雛の鳴き声が断続的に確認され

ました。 

９２ページはアジサシ類の生息・繁殖状況です。調査を実施した結果、コアジサシ、ベニア

ジサシ、エリグロアジサシ、アジサシの計４種の生息が確認されました。このうち、繁殖に

関する行動はコアジサシとエリグロアジサシで、５月から８月にかけて確認されました。 

令和元年度は、５月に埋立区域内でコアジサシの営巣が確認されましたが、ハシブトガラ
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スと想定される捕食者の攻撃により卵が割れたため、その巣は放棄されました。改変区域内

でこれ以外の営巣は確認されなかったことから、環境保全措置を講じる必要はありませんで

した。 

９３ページはシロチドリの生息・繁殖状況です。嘉陽区から安部区、汀間・瀬嵩区、辺野古

崎から松田区の砂浜で延べ８７３個体の生息が確認されました。 

このうち繁殖に関係する行動は、嘉陽区５箇所、瀬嵩区１箇所、キャンプ地区３箇所、久志

区３箇所の合計１２箇所で、擬傷する成鳥３個体、卵２０個、雛１２個体が確認されました。 

繁殖行動が確認された場合、その擬傷行動を行う距離を立ち入り制限距離として確保する

などの環境保全措置を行うこととしていますが、令和元年度は、キャンプ地区の繁殖箇所３

箇所のうち、２箇所は工事実施箇所近傍でなかったことから、環境保全措置を講じる必要は

ありませんでした。残りの１箇所は工事実施箇所近傍ではなかったものの、台風対策のため

の資材を仮置きする場所に該当していたため、擬傷行動が確認される範囲を立ち入り制限距

離とした環境保全措置を講じました。 

９４ページは、オカヤドカリ類・オカガニ類の移動についてです。移動元のオカヤドカリ

類・オカガニ類の捕獲個体数は４７，３５９個体であり、これらを移動しました。 

そのうち殻長又は殻幅が３cm 以上の２７４個体には個体識別番号をつけて移動しました。 

９５ページは、オカヤドカリ類・オカガニ類の移動先での繁殖状況・移動経路についてで

す。過年度実施を含め、個体識別番号を付けた２，４３７個体のうち、約１００ｍ以上移動

したオカヤドカリ類が２４個体確認され、約６４０ｍ移動したムラサキオカヤドカリが１個

体確認されました。 

９６ページから１０２ページに、これら調査に関する過年度との比較検討結果を示してい

ます。 

９６ページは、ミサゴの生息・繁殖状況についてです。延べ確認個体数は、工事前の４～１

２２個体に対して、令和元年度は４～７２個体でした。また、採餌が確認された範囲は、工

事前や工事中の確認範囲と比較しても大きな変化はみられませんでした。 

ミサゴは、これまでの調査結果においても、年によって確認個体数や採餌が確認される範

囲が大きく変動する傾向がみられます。営巣や交尾といった繁殖を示唆する行動は、工事前、

工事中ともに確認されませんでした。 

９７ページから９８ページは、平成１９年度から令和元年度までのミサゴの採餌範囲にな

ります。 

９９ページは、ツミの生息・繁殖状況についてです。確認巣数は、工事前は５～１５巣の範

囲であり、令和元年度は４巣でした。繁殖成功について、令和元年度は４巣、繁殖成功率は

１００％であり、工事前の１～５巣の変動範囲内であったことから、営巣環境へ工事の影響

は確認されませんでした。 

１００ページは、アジサシ類の生息・繁殖状況についてです。延べ確認個体数は、工事前で

２５３～６４７個体であり、令和元年度は２６２個体でした。確認個体の大部分は、エリグ

ロアジサシとベニアジサシでした。 

これまでに繁殖が確認された３種について、令和元年度の営巣数は２６巣、うち平島で１
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６巣であり、工事前の５～９３巣の変動範囲内でした。 

採餌が確認された位置は、工事前、工事中ともに大きな変化はありませんでした。 

１０１ページは、シロチドリの生息・繁殖状況についてです。１季あたりの延べ確認個体

数は工事前の８４～２７２個体に対して、令和元年度は２１８個体でした。 

繁殖状況は、工事前は３～２３地点、令和元年度については１２地点が確認されました。

工事中の繁殖確認地点は変動範囲内に収まっていることから、営巣環境へ工事の影響は確認

されませんでした。なお、主な繁殖場所は安部区、辺野古崎周辺、辺野古区から豊原区、久志

区から前原区の砂浜であり、抱卵や雛が確認されました。 

１０２ページは、オカヤドカリ類・オカガニ類の移動先での繁殖状況についてです。工事

前に、放仔などの繁殖行動が確認された５種は、工事中も同様に繁殖行動が確認されました。

工事前に各移動先において生息、繁殖行動が確認された種は、工事中の令和元年度も同様に

生息、繁殖行動が確認されました。 

工事前の平成２７年９月の繁殖個体数は２０９個体、工事中の平成２９年９月は２４１個

体、平成３０年９月は３９５個体、令和元年９月は６６３個体でした。 

１０３ページです。陸域生態系のうち地域を特徴づける注目種の総合的な評価を示してい

ます。 

ミサゴは、年によって確認個体数や採餌範囲が大きく変動する傾向がみられましたが、い

ずれも概ねこれまでの変動範囲内であり、工事前と同様の傾向にあるものと考えられます。 

ツミの確認巣数は、工事前の繁殖成功巣数の変動範囲内であったことから、営巣環境へ工

事の影響は確認されませんでした。 

アジサシ類は、これまでに繁殖が確認されたコアジサシ、エリグロアジサシ、ベニアジサ

シについて、工事中の合計営巣数は工事前の合計営巣数の変動範囲内でした。また、採餌が

確認された位置は、工事前、工事中ともに大きな変化はありませんでした。 

シロチドリは、工事中の繁殖確認地点数は変動範囲内に収まっており、営巣環境へ工事の

影響は確認されませんでした。 

オカヤドカリ類・オカガニ類は、移動先において、繁殖行動が確認され、月別の繁殖確認個

体数は、工事前が２０９個体、工事中が２４１～６６３個体、このうち令和元年度は６６３

個体となっており、工事前より多くなっていました。 

最後に令和元年度の事後調査のまとめとして、１０３ページ下段に示しています。事業実

施に伴う影響は確認されていないことから、環境影響評価書に示した環境保全措置により環

境影響を低減できていると考えられ、引き続き、現在の環境保全措置や事後調査を継続して、

本事業による環境変化、環境影響の把握に努めていく旨を示しています。 

続いて、令和元年度環境監視調査報告書の概要について説明させていただきます。 

１０５ページ、１０６ページは、令和元年度の環境監視調査の実施状況として調査項目、

調査時期及び調査工程を示しています。 

１０７ページ、１０８ページは大気質、１０９ページ、１１０ページは騒音・振動、１１１

ページ、１１２ページは低周波音のそれぞれ調査結果を示しており、これらはすべて環境監

視基準を満足していました。 
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１１３ページ以降は底生動物等として、ウミボッスの移植後の状況、１１４ページは生物

相のインベントリー調査結果、１１５ページは底生動物等の定量的調査の結果を示していま

す。また、１１６ページ、１１７ページはマンタ法によるサンゴ類の状況監視結果、１１８

ページから１２０ページは海藻草類の状況監視結果を示しています。１２１ページは、久志

地区におけるクビレミドロの分布状況を示しています。 

「令和元年度事後調査報告書」及び「令和元年度環境監視調査報告書」については、事前に

各委員にもご確認いただいていますが、今般の委員会でのご意見を反映させた上で、９月末

までに沖縄県等に提出することを考えています。なお、この報告書には貴重な生物の確認場

所を明示していますので、公表する際には、重要な種の乱獲防止のため、該当箇所について

は非公表とすることを予定しています。 

以上です。 

 

委員長： 

説明ありがとうございました。 

事後調査報告書のジュゴンからの後半部分、それから環境監視調査報告書について説明し

ていただきました。 

ご意見等ありましたら、よろしくお願いいたします。 

 

委員： 

６５ページのジュゴンの結論の部分で専門の委員にご意見を頂きたいのですが、下から３

番目のポツの最後で「令和元年度も平成３０年度からの継続工事を実施していることから、

ジュゴンが定常的に確認されていた時期を上回る影響があったとはいえないと考えている」

と、工事内容が変わっていないからということで、そう結論を出しています。しかしながら、

相手は生き物なので、生態に関わる不確実性があり、あったとは「言えない」というよりも、

現状として影響があったということを確証しにくい、想定しにくい、としか「言いようがな

い」ということなのだと思います。そういった意味で、次のポツで「以上のことから、令和元

年度も平成３０年度と同様に当事業の工事及び作業による影響でジュゴンが確認されなくな

ったとはいえないと考えている」と複雑な文章になっていますが、ここは、作業による影響

とジュゴンの在・不在の間の関連性について、不確実性があって確証はできないとしか言い

ようがないと思います。そのあたりの考え方については、いかがでしょうか。以上です。 

 

委員長： 

ありがとうございました。 

何かご意見等ありますでしょうか。 

 

委員： 

今の委員のおっしゃることは、そのとおりだと思います。 

工事がジュゴンにどう影響を与えるかについては、生物の不確実性の観点も必要ですが、
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知見は少ないというのが現状であり、そういう実験はなかなか実施できないということだと

思います。 

 

委員長： 

ありがとうございました。 

事務局からはこの件で何かありますでしょうか。 

 

事務局： 

今の委員からのご指摘の点については、杭打ち等の水中音が大きくなるようなものをまだ

実施していないという状況で、事実関係から言えることを記載させていただいているものと

考えております。 

 

委員長： 

はい、委員どうぞ。 

 

委員： 

今、委員からお話があったように、事実に基づくような形で記述をして、あまりこの中に

考察のようなことを書くと、事実関係を正しく言い切れないということがあり得るので、そ

こは割愛した方がよいのではないかというご提案だと思います。 

 

委員長： 

おっしゃるとおりだと思います。 

事実に基づいた形でこの文章を修文いただけないでしょうか。 

 

事務局： 

はい、事業者として調査をして確認できたことについて書ける範囲で書くという方針で記

述を検討していきたいと思います。 

 

委員長： 

委員どうぞ。 

 

委員： 

先ほどの委員のご意見、私もそのとおりだと思いますので、委員もおっしゃったように、

我々は因果関係を中心に調査をしているわけではありませんので、その辺ははっきりと書き

分けた方がよいかと思います。 

もう一点は、６５ページの１ポツの表現ですけれども、これは「ジュゴンの姿は確認され

ず、食跡も発見されなかったが、水中録音装置によりジュゴンの鳴音である可能性が高い音

が検出された」とした方がよいと思っています。やはりこの音というのは、姿形との一致に
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至っていないということなので、ここでは、確認できなかったということを先に書いた方が

よいのではないか、というのが意見です。 

 

委員長： 

事務局いかがでしょうか。 

 

事務局： 

ありがとうございます。修正させていただきたいと思います。 

 

委員長： 

それでは、そのように修文をお願いします。 

他にはいかがでしょうか。委員、どうぞ。 

 

委員： 

この６５ページですが、個体Ｂの死亡は、本事業にとても重要な事実です。これについて

３ポツで、環境省、沖縄県、今帰仁村が主体となって解剖が行われたと、解剖の結果だけを

紹介していますが、この所見の際に防衛局のこれまでの観察結果が生かされているのかどう

か、もし生かされているのであれば、それを書くべきです。そもそも死亡した個体が「個体

Ｂ」であるということを環境省、沖縄県、今帰仁村とも認定したというのは、防衛局の調査

による個体識別の結果があってのことだと思いますし、個体Ｂの死亡した地点とそれからこ

れまで追跡してきた個体Ｂの主たる生息場というのがほぼ一致している、こういったさまざ

まな知見が、個体Ｂの死亡の所見に関わっていると思いますので、こういった点を報告書に

も盛り込むべきだと思います。その上で、この解剖の結果を踏まえて工事と直接の因果関係

はない、エイの棘が刺さったことによる裂傷だ、という記述に至るのだと思います。 

それから、先ほどから議論になっている結果と評価の件ですが、我々は評価をするわけで

すから、結果に基づいて考察をするのが我々の役割だと思います。結果と考察が混在してい

るとよくないので、結果に基づいて、工事の影響があったのか、なかったのか、そのあたり

は考察になるのですが、今はその表現について議論しているのだと思うのですけれども、い

ずれにしても結果に基づいて評価をするのが我々の役割だと思います。 

 

委員長： 

個体Ｂの死亡漂着というところですが、この部分について、これまで沖縄防衛局がいろい

ろ調査をされた成果が所見の中に生かされていると思うので、それは書くべきではないか、

というようなご指摘を頂きました。これは是非ご検討いただきたいと思います。 

それと全般的なところですが、６５ページはまとめであり、総合的な評価となりますので、

評価をしないということではなくて、事実関係と、それに対してどう評価をしているのか、

ということをしっかりと書き分けるということです。因果関係がわからないところについて

は、そのように明示をすべきであろうということだと思います。 



 

25 

６５ページのところにご意見が集中しておりましたが、他のところもあわせて他には何か

ありますでしょうか。 

委員どうぞ。 

 

委員： 

１０３ページの最後のまとめのところなのですが、環境の保全でいうところのミティゲー

ションという観点からすると、「回避」があって、それから２番目に「最小化」、ミニマイズが

あって、その次に３番目がリデュースで「低減」ですね、４番目がコンペンセイトといわれ

る「代償」措置です。この文章を読むと、影響は確認されていないということと、環境影響を

低減できているということですが、ここの記述は文章的にこれでよいのでしょうか。そのあ

たりを委員はどのようにお考えでしょうか。 

 

委員： 

今、委員のご指摘にあったとおり、正確にいうと、移植も含めてある意味モディファイし

ながら、現状の復元も含めて何とか維持しようというのが、この事業の環境保全の中身です

ので、そういう意味では、回避措置をとったり、移植をしたり、いろいろなことをすること

で、目標とする保全種といったものを保護しながら復帰、まさに原状復帰や維持をしている

というのが正確なところになりますから、ここでのまとめは簡単すぎるわけです。だから、

事業の実施に伴うさまざまな生態影響というものを、移植や保護といったものを含めて、目

標値にあわせて修復するといったことを進めている状況で、今のところ目標は達成できてい

るというのが正しい表現になってくると思います。低減ではなくて、影響を多少なりとも及

ぼしつつも、その影響の代わりの代替措置はとっている、ということが正確になってきます。 

いま言ったような整理が非常にリーズナブルというか、非常に論理的で、逆にいうとここ

をしっかり表現しないといけないところです。 

 

委員： 

そうですね、ここのところの記述はしっかりとすべきと思います。 

 

委員： 

「何も変わっていません」といった意味ではなくて、改変しているけれども可能な限り目

標値にあわせて工事を進めていて、現況は目標値というものは達成できている、というのが

正しい表現だと思います。 

 

委員： 

そうですね、表現としてはよろしいのではないでしょうか。 

 

委員長： 

ありがとうございました。 
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工事等をしたときの環境影響評価を行って、それに対して影響があったときにどういう対

応をとるか、回避、低減、代償という順番で環境保全を考えますと、何をやって、その結果ど

ういう評価をしているのか、という記述にしなければならない、ということだろうと思いま

す。 

この場ですぐこのようにというのは言えないと思いますので、事務局の方で修文をご検討

いただきたいと思います。 

 

委員： 

それを委員に見ていただいて、正しい表現になっているか確認していただきたいと思いま

す。 

 

委員長： 

それでは、ご意見を頂いた委員を中心として委員の方で修文を含めて確認をしたいという

ことだと思います。引き続きよろしくお願いいたします。 

他にはいかがでしょうか。 

 

委員： 

今のまとめの件で、結局、この事業の目標値という部分、どの種をどう保全し、どういった

エリアをどういった形で管理するかといったことがまずあって、その目標値が達成されてい

るといった形でまとめるのが筋なので、全体としてそれぞれの保全目標とする種であったり、

エリア、あるいは被度であったり、そういったものを明確にして、それが守られていること

をきちんと示すことが肝心で、そのためにも目標、目的といった部分の整理をしっかりされ

ることが大事であると思っています。こういった報告書という形で見せてもらって、１つ１

つの細かい内容についてピンポイントで検証はしたのですが、全体的に結局何を守ろうとし

ているかを見える化し、それぞれ希少種であったり、貴重なサンゴであったり、そういった

部分に関しては生息、生残といったものを維持する目標があれば、それは成功しているとい

ったような整理が必要になってくると思います。ジュゴンに関しては、生残数を維持すると

いう中で、先ほど申し上げたように、不確実要素の中で行方不明になっていて、これに関し

ては今後もその動態をしっかり見なければならないといったような宿題があることは、しっ

かりとわかるようにしておかなければならないのではないかと考えています。 

 

委員長： 

ありがとうございました。修文のヒントを頂いたと思います。 

他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

そうしますと、６５ページ、あるいは１０３ページのまとめのところで、いくつかご指摘

を頂きました。６５ページに関連いたしまして、この総合的な評価の中で明確な事実と、そ

れに対して見える評価というものを区別して表現していただきたいというご指摘がありまし

た。 
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それから、１０３ページにつきましては、「低減」という言葉、これは通常の意味での環境

影響を最小化していくプロセスとは少し違う表現になっているので、ご意見を頂いた委員を

中心として、委員の方々にも意見を聞きながら修文していただきたいということでした。 

以上を本委員会の指導・助言としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

はい、それではそのようにさせていただきたいと思います。 

続きまして議事の３つ目、工事の実施状況等について、事務局から説明をお願いします。 

 

【議事③：工事の実施状況等について】 

事務局： 

それでは資料３の工事の実施状況等について説明させていただきます。 

資料３の１ページと２ページをご覧ください。２ページには最新の状況について上空から

の写真を載せています。 

次にジュゴンの生息状況等について説明します。 

４ページはジュゴン監視・警戒システムによる調査の実施状況です。監視用プラットフォ

ーム船による監視については、水中録音装置Ｋ－４地点での検出を踏まえ、令和２年４月２

１日より１隻追加して、合計４隻を配置して実施しています。 

５ページです。施工区域内のＫ－４地点の令和２年２月から５月の録音データの音声につ

いて、専門家からジュゴンの鳴音の可能性が高いとの意見を得たことを第２５回から第２７

回委員会で報告していますが、さらに今般、Ｋ－５地点での６月２１日の録音データから同

様の音声が検出され、海洋生物の専門家に確認したところ、個体の識別はできないものの、

聴覚による判断だけではなく周波数や持続時間からみても、ジュゴンの鳴音の可能性が高い

との意見を頂いたところです。 

６ページから７ページには、前回委員会で報告した以降のジュゴンの確認状況をまとめて

おり、６月１５日から７月３１日までの間に検出されたジュゴンのものである可能性の高い

鳴音について、検出された日時を記載しています。また７ページの下段には、Ｋ－４周辺に

追加設置した５台について、解析が終了した７月２６日までの検出状況を記載していますが、

こちらでは検出されていません。水中録音装置による検出以外にジュゴンの姿や痕跡は確認

されていません。 

８ページには、検出前後の航空機調査及び監視用プラットフォーム船による調査の調査時

間、調査範囲等の詳細についてまとめています。 

９ページは、マンタ法によるジュゴンの食跡の発見状況の推移です。令和２年８月までの

調査においても食跡は発見されていません。 

１０ページ以降では、ジュゴンの追加対応の実施状況について、第２７回委員会で提示し

た海草藻場利用状況調査の調査範囲の追加、ヘリコプターからの生息確認調査の調査範囲の

追加の結果をお示しします。なお、ジュゴンの生息状況調査は９月実施のため、今回は報告

する事項はございません。 

１１ページから１２ページは、海草藻場利用状況調査の追加調査結果です。 

１１ページは大浦湾内の海草藻場利用状況調査の結果です。大浦湾奥部のリーフ上につい
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て７月に４回目の調査、８月に５回目の調査を実施したところ、ウミヒルモ類などの海草類

の生育はみられましたが、ジュゴンの食跡は発見されていません。大浦湾東部のリーフ上に

ついて、７月に２回目の調査、８月に３回目の調査を実施したところ、調査範囲の一部でウ

ミヒルモ類などの海草類の生育はみられましたが、ジュゴンの食跡は発見されていません。 

１２ページです。大浦湾西側の追加範囲の２回目の調査として、久志地区、松田地区、宜野

座地区、漢那地区、金武地区、海中道路地区を７月下旬から８月上旬にかけて実施していま

す。いずれの地区も海草藻場の生育はみられたものの、ジュゴンの食跡は発見されていませ

ん。 

１３ページには、月に３～４回の頻度で実施しているヘリコプターからの生息確認調査に

ついて示しており、第２６回委員会で提示した「久志沖」を追加した飛行ルートで引き続き

実施していますが、久志沖も含め、ジュゴンは確認されていません。 

１４ページは水中カメラの実施状況及び結果です。東寄りの風の予報があった、７月３１

日及び８月１９日に調査を実施しました。撮影は３０秒に１枚の設定とし、８時間行いまし

たが、ジュゴンらしきものは撮影されませんでした。なお、両日ともに、当日の海象状況に

より、撮影可能な範囲は１０ｍ程度でした。 

１５ページは、Ｋ－５での鳴音検出時の気象条件等の整理をしたものです。 

全体に南寄りの風が卓越し、波高は比較的低く安定していました。６月２１日のデータだ

けでは傾向は判断できないことから、今後も整理を継続し、傾向の有無等を検討していきま

す。 

１６ページは、Ｋ－５付近の海底状況の観察結果です。Ｋ－５のアンカーが設置されてい

る水深は約１８ｍ、西側に向けて駆け下る地形で、周辺は岩盤で構成されており、ホンダワ

ラ類の生育がみられましたが、ジュゴンの餌となる海草は生育していません。 

１７ページは過去の鳴音検出時の風向を整理したものです。令和２年２月から５月のＫ－

４地点における、ジュゴンの鳴音である可能性が高い音声の検出時の風向は、北東から東寄

りの風が卓越していたところ、比較のため、過去、平成３１年３月までに４海域で検出され

ていたすべての鳴音の検出時の風向について確認しました。鳴音検出時刻の前後に当たる１

０分ごとの風向データについて整理した結果、過年度では４海域とも風向に特段の特徴的な

傾向はみられませんでした。特に、過年度のうちデータ数が最も多い古宇利島沖ではすべて

の風向で鳴音が検出されています。従いまして、今般のＫ－４地点の傾向は、過去の４海域

におけるものとは異なると考えています。 

１８ページは、今後の対応についてですが、環境保全措置については、引き続き、環境保全

図書に基づいて実施することとしています。現時点でＫ－５地点での検出について傾向の判

断はできないため、警戒・監視は現在の態勢で継続し、ジュゴンとの衝突等の防止に十分に

努めていきます。また、依然として鳴音以外の痕跡が確認されていないことを踏まえ、引き

続き、生息状況や大浦湾の利用状況を把握するための調査を継続していくこととします。並

行して、人工物の影響も念頭に置いた発生源の状況の確認をしていきます。具体的には、①

～⑦に示しているとおりで、嘉陽、安部、辺野古、大浦湾西部、大浦湾奥部、大浦湾東部の海

草藻場利用状況調査は継続して行います。ヘリコプターからの生息確認調査については、今
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後も今と同じルートで継続することとします。セスナによるジュゴンの生息状況調査は夏季

調査を９月に実施します。プラットフォーム船の運用は、工事実施中は追加した４隻目をＫ

－４地点に常駐し継続していくこととします。水中録音装置の運用は、Ｋ－４地点付近への

複数台の水中録音装置の設置を継続することとします。水中カメラでの記録は、東風が予報

される日を狙い、Ｋ－４地点へ水中カメラを設置し、映像記録を試みることを継続していく

こととします。人工物の影響の確認検討は、水中録音装置の運用を含めフロートなどの物理

的な異音発生の可能性について検討することを継続していくこととします。 

次に工事中における水の濁りについて説明します。 

２０ページでは濁りの影響の環境保全目標値を超過した場合の対応について記載していま

す。 

２１から２３ページは、前回報告から８月１５日までの期間の水の濁り監視結果です。 

工事を実施した期間中、Ｃ１、Ｃ７で基準値を超過する水の濁りを観測していますが、工

事実施箇所では監視員が濁りの拡散がないかを監視しており、この期間、工事実施箇所から

の濁りの拡散は確認されていません。Ｃ１を除く地点における基準値超過に関する考察は、

後ほどご説明します。Ｃ１における基準値超過は、下層付近で確認されており、潮流等によ

る底質の巻き上げによるものであると考えられ、工事実施区域から離れていることからも、

工事とは関連性のないものと考えられます。 

２４ページです。辺野古漁港付近の水の濁りの監視において基準値の超過を確認した際の

考察です。令和２年７月１７日のＣ７での基準値超過について、Ｃ７近傍に位置するＫ１～

Ｋ３護岸においては上部工として鉄筋組立が施工されていましたが、濁りを発生させる可能

性のある工事は施工されていませんでした。また、監視員による目視確認においても護岸外

側への濁りの流出は確認されず、濁りは工事によるものではないと考えられました。さらに、

調査日前日及び当日にまとまった降雨が確認されており、基準値超過がみられた午後調査に

おいては辺野古浜から濁水が流入していることが確認されました。Ｃ７では全層で塩分低下

がみられることから、降雨による濁水の流入が要因であると考えられました。８月３日と８

月１１日は、Ｃ７近傍に位置するＫ１～Ｋ３護岸においては上部工として鉄筋組立が施工さ

れていましたが、濁りを発生させる可能性のある工事は施工されていませんでした。また、

監視員による目視確認においても護岸外側への濁りの流出は確認されず、濁りは工事による

ものではないと考えられました。なお、調査当日は高波浪によりＣ５等の沖合の地点の調査

が中止になるほど海況が荒れている状況でした。このような周辺の状況に鑑み、高波浪によ

る底泥の巻き上げによるものである可能性が高いと考えられます。 

２５ページから２８ページまでは、各地点における水の濁りと塩分の推移をグラフで整理

したものです。 

次に、大浦湾側で確認されたレッドリストサンゴ類の状況について説明します。 

３０ページです。埋立区域内において確認されていたオキナワハマサンゴ№２５に対して

は、令和２年５月２６日から週１回の頻度でモニタリングを実施しており、約１か月後の６

月２３日調査において、当該サンゴが海藻類であるイワノカワ類に被覆されつつある状況を

確認しました。 
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６月３０日の調査までに海藻類の被覆が確認されていた範囲は、８月４日の調査時点で状

況の変化がみられず、被覆した状況から１か月以上が経過しているため、これまでの考え方

に基づき部分死と確定しました。８月２７日調査においても、海藻類の被覆面積が拡大する

傾向を確認しており、今後も引き続き目視観察を継続する考えです。 

以上です。 

 

委員長： 

説明ありがとうございました。 

それではご意見等ありましたら、よろしくお願いいたします。 

委員どうぞ。 

 

委員： 

最後の３０ページのオキナワハマサンゴについてですが、左側の写真の左上の方にも別の

種類のサンゴらしきものが写っていますけれども、これも一緒にイワノカワ類に飲み込まれ

ているということだと思いますけれども、いかがでしょうか。 

 

事務局： 

委員のおっしゃるとおり、左上の方にもハマサンゴ属の群体が確認されているのですが、

そちらも同様に、イワノカワ類に被覆されている状況を確認しています。 

 

委員： 

それから、このサンゴの周辺の他のサンゴたちは、例えば水質悪化などによって調子が悪

くなっているというようなことはなく、特にこの場所自体の環境悪化はないということでよ

ろしいでしょうか。 

 

事務局： 

はい。この№２５が生息しているところは、かなりサンゴ類被度が低いところですが、点

在するサンゴについては同様の結果がみられていないことを確認しています。 

 

委員： 

そういうことであれば、やはりこのイワノカワ類が、たまたまここに着底し、ここで生え

始めて、競争に強い種類ですので、周辺のサンゴをどんどん被覆していったということでし

ょう。こういうことも自然界では時々起こることだと思いますが、こういった死亡要因でも

サンゴは死んでいくということで、オキナワハマサンゴのライフサイクルを考えるときにも、

こういったことは起こるということで、学術的にも貴重な知見かと思います。 

 

委員長： 

ありがとうございました。 
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他にはいかがでしょうか。特によろしいでしょうか。 

特にご意見はなさそうですので、この資料３の工事の実施状況等につきましては、委員会

からの特段の指導・助言はなかったということにさせていただきたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

以上 


